
千歳市公立大学法人評価委員会の概要 

 

 

１ 評価委員会の位置づけ 

公立大学法人に関する事務を処理させるため、地方独立行政法人法第１１条

に基づき設置する市長の附属機関 

 

２ 評価委員会の主な役割 

（１） 公立大学法人の業務の実績評価 

・年度ごとの業務実績評価 

・中期目標期間業務実績見込み評価（５年度目実施） 

・中期目標期間業務実績評価 

（２） 公立大学法人の中期目標等に関する意見の提示 

・中期目標に対する意見（策定・変更時） 

・中期計画に対する意見（作成・変更時） 

・中期目標期間終了時における業務継続必要性、組織の在り方その他組織

及び業務全般にわたる意見 

 

３ 評価委員会の構成 

委員 ５名以内 

経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱。 

特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くこと

ができる。 

 

４ 評価委員の任期 

２年（再任可） 

  

参考資料４ 



千歳市公立大学法人評価委員会の業務内容 

 

１ 公立大学法人の業務実績の評価 

(1) 各事業年度の業務実績の評価【法第７８条の２第１項第１号から第３号

まで】 

(2) 中期目標期間終了時に見込まれる中期目標期間の業務実績の評価（５年

度目に評価実施）【法第７８条の２第１項第２号】 

(3) 中期目標期間の業務実績の評価【法第７８条の２第１項第３号】 

(4) 評価結果の法人への通知（必要に応じ、業務運営の改善その他の勧告の

実施）【法第７８条の２第４項】 

(5) 評価結果・勧告内容の市長への報告及び公表【法第７８条の２第５項】 

 

２ 市長が評価委員会の意見を聴かなければならない事項 

(1) 中期目標の策定、変更（議会の議決が必要）【法第２５条第３項】 

(2) 中期計画の認可（作成、変更時）【法第７８条第４項】 

(3) 中期目標期間の業務実績見込み評価を踏まえ、法人の業務継続必要性、

組織の在り方その他組織及び業務全般にわたる検討を行う際の意見【法第

７９条の２第２項】 

(4) 出資等に係る不要財産の市への納付の認可（議会の議決が必要）【法第４

２条の２第５項】 

(5) 出資等に係る不要財産の譲渡の認可（議会の議決が必要）【法第４２条の

２第５項】 

(6) 重要な財産の処分等の認可（議会の議決が必要）【法第４４条第２項】 

  

３ 市長に意見の申出を行うことができる事項 

役員に対する報酬等の支給基準が、社会一般の情勢に適合したものであるか

どうかについて【法第４９条第２項、第５６条第１項】 

 

 

※【    】は、地方独立行政法人法の条項 


